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(57)【要約】
【課題】吐水を判定する検知エリアが広い検知エリアで
ある場合においても、使用者が水を欲しいとき以外に誤
吐水してしまうことがなく、且つすぐに水が欲しい場合
にはすぐに吐水できる吐水装置を提供する。
【解決手段】水を吐水する吐水口と、送信信号を送信す
る送信部と、吐水口を使用する使用者からの反射信号を
受信する受信部と、を有し、反射信号に基づいて使用者
の情報を検知信号として出力する検知手段と、検知信号
に基づいて吐水口の吐水及び止水を制御する制御部と、
を備えた吐水装置であって、制御部は、吐水口からの吐
水を禁止する吐水禁止モードを備えており、吐水口を吐
水から止水に切替えた後であって、使用者が所定の動作
を行ったときの検知信号を検知した場合に吐水禁止モー
ドを有効にすることを特徴とする。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
水を吐水する吐水口と、
送信信号を送信する送信部と、前記吐水口を使用する使用者からの反射信号を受信する受
信部と、を有し、前記反射信号に基づいて前記使用者の情報を検知信号として出力する検
知手段と、
前記検知信号に基づいて前記吐水口の吐水及び止水を制御する制御部と、
を備えた吐水装置であって、
前記制御部は、前記吐水口からの前記吐水を禁止する吐水禁止モードを備えており、
前記吐水口を前記吐水から前記止水に切替えた後であって、前記使用者が所定の動作を行
ったときの前記検知信号を検知した場合に前記吐水禁止モードを有効にする
ことを特徴とする吐水装置。
【請求項２】
前記制御部は
前記止水から所定時間の前記検知信号に基づいて前記吐水禁止モードを有効にする
ことを特徴とする請求項１または２記載の吐水装置。
【請求項３】
前記制御部は
前記検知信号が所定の閾値以上になったら前記吐水禁止モードを有効にする
ことを特徴とする請求項１～２のいずれか１項記載の吐水装置。
【請求項４】
前記制御部は
前記検知信号が所定の閾値以下の状態を所定時間継続したら前記吐水禁止モードを無効に
する
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載の吐水装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非接触センサにより使用者の検知に応じて吐水または止水を制御する吐水装
置に関する発明である。 
【背景技術】
【０００２】
　例えば従来光電センサ式の吐水装置がある。光電センサ式の大半は検知エリアが水を吐
水する吐水口の下に上下方向及び左右方向に狭いエリアに絞って設定され、手が検知エリ
アに到達することでセンサが検知となり吐水判定が実施され手を洗浄することができる。
また吐水装置の使用後には手が検知エリアから外れることでセンサが非検知となり止水判
定が実施される。したがって手が吐水口の下に差出されたときのみ吐水できる。このよう
な構成であるため使用者は水が欲しいときだけ水を出すことができ、水が不要な場合は誤
吐水することがないため快適に使用できる。
【０００３】
　しかしながら、光電センサ式の吐水装置は検知エリアを狭いエリアに絞っていることか
ら、手が吐水口の下に到達した後に吐水を判定し吐水口から水が吐水される。したがって
吐水のタイミングが使用者の欲しいタイミングより遅れてしまうことがあるという問題が
あった。
【０００４】
　そこでさらなる吐水装置の使い勝手向上を目指し、電波センサを用いて広い検知エリア
を吐水口からの水を受ける受水部内及び受水部の上空に設定することにより、手などの使
用者が吐水口の下に到達する直前に吐水を開始できることで使用者が吐水口の下に到達し
たときには使用者に吐水口からの水を着水させることができる技術がある（例えば、特許
文献１参照）。即ち、使用者が水が欲しいタイミングに合わせて最適なタイミングで吐水
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できる。また、上記光電センサ式の吐水装置の技術をキッチンなどに応用し使い勝手の向
上を目指した技術がある（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５４８９０８７号公報
【特許文献２】特開２００４－３１６３６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１及び２に共通している課題として、検知エリアが吐水口の下
だけではない広い検知エリアであるため、水を吐水させるために手などの使用者を吐水口
の下に差出す動作とは異なる動作により検知してしまい意図せず誤吐水してしまう問題が
あった。
【０００７】
　そこで、特許文献２では上記課題を解決するために、人体感知センサが人体感知し又は
非感知となった後、設定時間の間は前記制御部が人体感知センサの人体感知及び非感知を
無効とする技術が開示されている。
【０００８】
　しかしながら、非検知で止水となった後に再び吐水を禁止する時間を所定時間で設定す
る方法では、たとえば水を使用した後に手を水から引き抜いて止水した後に吐水を判定す
る検知エリア内において手に付着した水を取り除く動作（水切り動作や布類で手を拭く動
作など）を実施した場合に、禁止する時間よりもそれらの動作時間が長くなってしまうと
動作中に禁止する時間が終了してしまうため、誤検知し意図しない誤吐水をしてしまう問
題があった。
【０００９】
　また、誤検知しないように禁止する時間を長く設定すると、使用者が再び手などを差出
したとしても、吐水を禁止する時間が終了せず継続されているため、吐水させたいときに
吐水されずに不快な思いをするという問題があった。
【００１０】
　本発明は上記問題を解決するためになされたもので、吐水を判定する検知エリアが広い
検知エリアである場合においても、使用者が吐水させたくないときに誤吐水してしまうこ
とが無く、且つ吐水させたいときにはすぐに違和感なく快適に吐水できる吐水装置を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために請求項１記載の発明によれば、水を吐水する吐水口と、送信
信号を送信する送信部と、前記吐水口を使用する使用者からの反射信号を受信する受信部
と、を有し、前記反射信号に基づいて前記使用者の情報を検知信号として出力する検知手
段と、前記検知信号に基づいて前記吐水口の吐水及び止水を制御する制御部と、を備えた
吐水装置であって、前記制御部は、前記吐水口からの前記吐水を禁止する吐水禁止モード
を備えており、前記吐水口を吐水から止水に切替えた後であって、前記使用者が所定の動
作を行ったときの前記検知信号を検知した場合に前記吐水禁止モードを有効にすることを
特徴とする。
【００１２】
　この構成によれば、所定の動作とは例えば使用者が手などに付着した水を取り除く動作
（水切り動作や布類で手を拭く動作など）を指す。所定の動作によって手や手に持った物
、あるいは手や物から散乱する散乱水などの特徴も持った検知信号が得られる。
【００１３】
　係る構成により、吐水口を吐水から止水に切替えた後に検知エリアの中で使用者の所定
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の動作が実施されていたとしても、所定の動作を行ったときの検知信号を検知した場合に
は吐水禁止モードを有効にして吐水を禁止することで意図しない誤吐水を防止できる。
【００１４】
　また、請求項２記載の発明によれば、前記制御部は止水から所定時間の検知信号に基づ
いて前記吐水禁止モードを有効にすることを特徴とする。
【００１５】
　係る構成により、止水からの使用者の動作は所定の動作になる、且つ所定時間の間で判
定することにより、使用者が再び吐水させたい動作であるか、所定の動作であるかを精度
良く検知できるため、確実に意図しない誤吐水を防止できる。
【００１６】
　また、請求項３記載の発明によれば、前記制御部は前記検知信号が所定の閾値以上にな
ったら前記吐水禁止モードを有効にすることを特徴とする。
【００１７】
　所定の動作は具体的には手を勢い良く上下に振ったり布類で手を擦る動作などである。
一方、検知エリア内に手が入ったままの状態において、止水した後に吐水させようとする
手の動きは、すでに吐水口周辺に手が存在しているため、手はそのまま略静止状態か、ま
たは吐水装置内でゆっくりした動きで吐水口近傍に減速する動作である。即ち所定の動作
は速度が速い動作であるのに対し、再び水を吐水させたい動作はゆっくりした動作である
。
【００１８】
　係る構成により、例えば周波数を用いて周波数が所定の閾値以上であることを検知する
ことで所定の動作と所定の動作と異なる動作を識別して検知することができるため、所定
の動作を検知し吐水禁止モードを有効にして吐水を禁止することで意図しない誤吐水を防
止できる。
【００１９】
　また、請求項４記載の発明によれば、前記制御部は
前記検知信号が前記所定の閾値以下の状態を所定時間継続したら吐水禁止モードを無効に
することを特徴とする。
【００２０】
　前述したように所定の動作は速度が速い動作であるのに対し、再び吐水させたい動作は
略静止またはゆっくりした動作である。　
【００２１】
　係る構成により、したがって、例えば周波数を用いて周波数が所定の閾値以下である状
態が所定時間継続したことを検知することで所定の動作とは異なる動作、即ち吐水させた
い動作であることを識別して検知することができ、吐水禁止モードを無効にして吐水を許
可することで使用者が水を吐水させたいときには違和感無く吐水し快適に使用することが
できる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、吐水を判定する検知エリアが広い検知エリアである場合、吐水口を吐
水から止水に切替えた後に検知エリアの中で使用者が手などに付着した水を取り除く所定
の動作が実施されていたとしても、所定の動作中には吐水を禁止し意図しない誤吐水を防
止できるとともに、使用者が水を吐水させたい所定の動作とは異なる動作の際には違和感
無く吐水し快適に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】従来の光電センサ式の吐水装置において、手が吐水口に到達する直前から水の使
用後の水切り動作までの使用者の一連動作を示す図である。
【図２】本発明のマイクロ波センサ式の吐水装置において、手が吐水口に到達する直前か
ら水を使用した後の水切り動作までの使用者の一連動作を示す図である。
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【図３】本発明のマイクロ波センサ式の吐水装置において、手洗い中から手の引き抜き時
に止水した後から手の引き抜きや水切り動作で吐水の判定を禁止し、再び手を差出して吐
水を判定して吐水するまでの一連動作と制御の概要を示す図である。
【図４】本発明のマイクロ波センサ式の吐水装置における制御のフローチャートを示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　次に本発明の吐水装置の実施例を図面に基づいて以下に詳しく説明する。
【実施例】
【００２５】
　図１は従来の光電センサ式の吐水装置１において、手８が吐水口３に到達する直前から
水の使用後の水切り動作までの使用者の一連動作を示す図である。
【００２６】
　吐水装置１は主に吐水口３と、吐水口３から吐水される水を受ける受水部２と、吐水口
３近傍に設置され水を使用するために吐水口３の下に差出される手８を検知して検知信号
を出力する光電センサ７と、光電センサ７からの検知信号に基づいて、吐水口３からの吐
水及び止水を制御する制御部５とで構成されている。
【００２７】
　光電センサ式の吐水装置１で手８を洗浄する使用者の一連動作におけるセンシング方法
の詳細を図１（ａ）～図１（ｅ）で説明する。
【００２８】
　図１（ａ）は止水状態の吐水装置１の吐水口３に対して手８が差出されている最中の図
である。この時点ではまだ手８は吐水口３の下に狭く絞った光電センサ７の検知エリア４
に到達していないため吐水は開始されない。その後図１（ｂ）で手８が光電センサ７の検
知エリア４に到達したことにより光電センサ７から制御部５に検知信号が出力され吐水が
開始されることで手８を洗浄することができる。その後図１（ｃ）で手８が洗浄し終えた
後に吐水口３の下から引き抜かれ水１１のみになった状態になると、光電センサ７の検知
エリア４からは手８が見えなくなるため制御部５へ検知信号を出力することで図１（ｄ）
のように吐水口３からの吐水をすぐに止水することができる。その後図１（ｅ）では水の
使用を終えた使用者は手８に付着した水を振り払うために受水部２の中において吐水口３
と自分の体の間で水切り動作を行う。このとき、光電センサ式吐水装置では検知エリア４
を吐水口３の下だけに狭く絞っているため、水切り動作中には手８が検知エリア４に入っ
てしまうことが少ないため、水切り動作中による光電センサ７の誤検知により使用者が水
が欲しくない意図しないときに誤吐水して不快になることが少なく問題とならなかった。
【００２９】
　次に、図２に本発明のマイクロ波センサ式の吐水装置１００において、手８が吐水口３
に到達する直前から水を使用した後の水切り動作までの使用者の一連動作を示す。
【００３０】
　マイクロ波センサ式の吐水装置１００で手８を洗浄する使用者の一連動作によるセンシ
ング方法の詳細を図２（ａ）～図２（ｅ）で説明する。
【００３１】
　図２（ａ）は止水状態の吐水装置１００の吐水口３に対して手８が差出されている最中
の図である。この時点ですでに手８は吐水口３の下を含めた広い検知エリア１４に到達し
ているため、マイクロ波センサ１７から制御部５に検知信号が出力され吐水が開始される
。したがって使用者は手８が吐水口３の下に到達した瞬間には吐水口３から吐水された水
２に着水し手を洗浄することができるため、吐水の遅れを感じることなく快適に使用する
ことができる。その後図２（ｂ）では続けて手を洗浄することができる。その後図２（ｃ
）では手８が洗浄し終えた後に吐水口３の下から引き抜かれると水は水２１のみの状態に
なる。このとき、図２（ｂ）における洗浄中の手８や手８が水２１に当たって散乱した散
乱水２０などの状態と、図２（ｃ）での水２１のみの状態の違いをマイクロ波センサ１７
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で得られる検知信号に基づく周波数または振幅値、あるいはそれらの組み合わせの情報か
ら識別することができるため、水２１のみの状態を検知し制御部５へ検知信号を出力する
ことで図２（ｄ）のように吐水口３からの吐水をすぐに止水することができる。その後図
２（ｅ）では水の使用を終えた使用者は手８に付着した水を振り払うために受水部２の中
において吐水口３と自分の体の間で水切り動作を行う。このとき、マイクロ波センサ式の
吐水装置１００では検知エリア１４を吐水口３の下を含めた広い検知エリアにしているた
め、水切り動作中にも手８が検知エリア１４に入ってしまうことから、たとえば止水後か
らの吐水の判定を振幅の固定閾値以上か否かで判定する方法では水切り動作中によりマイ
クロ波センサ１７が誤検知してしまい、使用者が水が欲しくない使用後の意図しないとき
に誤吐水してしまうことになる。
【００３２】
　そこで止水後の所定の動作（ここでは水切り動作を例に挙げる）で誤検知することを防
止する方法を詳細に説明する。図３は本発明のマイクロ波センサ式の吐水装置１００にお
いて、手洗い中から手８の引き抜き時に止水した後から手８の水切り動作で吐水の判定を
禁止し、再び吐水させたい手８を検知して吐水するまでの一連動作と制御の概要を示す図
である。ここで、マイクロ波センサ１７が手８を検知することで得られた検知信号から得
られる周波数の情報を用いて速度を測る。手８の水切り動作で現れる速い動きと、再び吐
水させたい手の動作で現れる遅い動きが識別できる程度の任意の周波数の閾値ｆ１を設定
する。止水後からの吐水の判定を禁止する条件を閾値ｆ１以上が所定時間ｔ１の間に検知
された場合とする。所定時間ｔ１は例えば１秒程度に設定しておく。まず、手洗い中から
使用者の手８の引き抜きが実施されると、マイクロ波センサ１７はたとえば手洗い中の散
乱水２０と水のみ２１の状態を識別し水のみ２１が検知されたら止水する。その後、水切
り動作へと移行すると水切り動作は手を上下や前後に振る動作を繰り返すため、手や手に
持った物や手から散乱する散乱水などによって短い時間の間に速い速度（周波数）と遅い
速度（周波数）が交互に現れる。このとき、所定時間ｔ１の間には水切り動作の速い動作
が現れ閾値ｆ１以上が検知されるため吐水禁止モードが有効となり吐水の禁止を継続する
ことができる。その後水切り動作を終えると検知エリア１４内での速い動きは無くなり閾
値ｆ１以下になる。使用者が再び水を吐水させたいときには、手８は検知エリア内に残っ
たままで略静止状態か吐水口３近傍に向かうゆっくりした動作になるため、すぐに閾値ｆ
１以下になる時間が所定時間ｔ１以上継続される。これにより、止水後から吐水の判定を
禁止する条件を満たさなくなるため吐水禁止モードが無効となり、すぐに再び吐水の判定
を開始することができる。したがって、すぐに吐水できるため、使用者は違和感なく快適
に手洗いなどをすることができる。
【００３３】
　図４に本発明のマイクロ波センサ式の吐水装置１００における制御のフローチャートを
示す。まずマイクロ波センサ１７から得られる検知信号に基づく振幅が閾値Ｖ１以上であ
るかを判定する（Ｓ１）。Ｖ１以上であれば手８が吐水口３に到達する直前であると判断
し吐水を開始する（Ｓ２）。次に手８が洗浄中の場合に吐水口３からの水が手８に当たり
散乱水２０になる状態においてマイクロ波センサ１７から得られる検知信号に基づく振幅
が所定時間ｔ２の間に振幅Ｖ２を少しでも超えることと、水を使用後に手８が水から引き
抜かれ、吐水口３からの水が水のみ２１になった場合には振幅Ｖ２以下の状態が所定時間
ｔ２の間継続されることを判断し（Ｓ３）、水のみ２１の状態になったら止水する（Ｓ４
）。その後、止水した後に使用者が手８の水切り動作を検知し所定時間ｔ１の間に周波数
の閾値ｆ１以上になれば吐水禁止モードを有効にし吐水を禁止する（Ｓ５のＮ判定）。言
い換えれば周波数の閾値ｆ１以下が所定時間ｔ１以上継続するまでは、止水後から振幅Ｖ
１以上になったとしても吐水の判定を禁止し吐水しない。その後、使用者が再び水を吐水
させたいときには、手８は検知エリア内に残ったままで略静止状態か吐水口３近傍に向か
うゆっくりした動作になるため、すぐに閾値ｆ１以下になる時間が所定時間ｔ１以上継続
されると吐水禁止モードが無効となる（Ｓ５のＹ判定）。そして再び吐水の判断を行う（
Ｓ１）。
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【００３４】
　以上のことから、吐水を判定する検知エリア１４が吐水口３の下だけではない広い検知
エリア１４である場合、吐水口３を吐水から止水に切替えた後に検知エリア１４の中で使
用者が手８などに付着した水を取り除く所定の動作が実施されていたとしても、所定の動
作中には吐水を禁止し意図しない誤吐水を防止できるとともに、使用者が水を吐水させた
い所定の動作とは異なる動作の際には違和感無く吐水し快適に使用することができる。
【００３５】
　なお、本発明においては、所定の動作を判定する手段の１つとして所定時間の間の判定
を用いたが、回数などの手段などを用いても良い。
【００３６】
　また水を吐水させる吐水口３を形成する形や設置位置は限定されない。また、本発明を
満足できる検知エリア１４が形成できればセンサの設置位置も限定されない。例えば吐水
口３は吐水口３や吐水口３への流路を金属などで包括する独立した吐水部を形成しセンサ
を吐水部や水を受ける洗面ボウルまたは壁やカウンターに設置した装置でも良いし、吐水
口が洗面ボウルや壁やカウンターに直接形成され、センサの設置位置は前述した様々な部
材のいずれかに設置した装置でも良い。
【００３７】
　また周波数が高いことを見極める方法も本発明の権利範囲の中では限定されない。また
、本実施例で記載した吐水の判定方法（図４、Ｓ１）や止水の判定方法（図４、Ｓ３）も
一例であり制御を満足できれば良い。
【００３８】
　また本実施例では使用者を手としたが吐水させたい差出す物であれば手に限定されない
。所定の動作も水切り動作としたが、前述したように手を布類で拭く動作などでも良い。
手を拭く動作でも水切り動作と同様に短い時間の間に速い速度（周波数）が現れるため本
発明を満足できる。
【符号の説明】
【００３９】
　　　　１…光電センサ式の吐水装置
　　　　２…受水部
　　　　３…吐水口
　　　　４…光電センサ式の吐水装置の検知エリア
　　　　５…制御部
　　　　７…光電センサ
　　　　８…手（使用者の１つ）
１０、２０…散乱水
１１、２１…水のみ
　　　１４…マイクロ波センサ式の吐水装置の検知エリア
　　　１７…マイクロ波センサ
　　１００…マイクロ波センサ式の吐水装置
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